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令和５年４月三芳町農業委員会総会議事録 

 

1. 開催日時 令和５年 4月２5日（火） 午後 3時００分～午後 4時 4０分 

 

2. 開催場所 三芳町役場 201会議室 

 

3. 出席委員 12人 

会長            鈴木 浩 

会長職務代理      島田 正 

委員            松本 薫 

               武田 直章 

               抜井 俊 

               瀨島 吉明 

               塩野 智恵 

               山田 剛 

               古寺 貞雄 

               早川 忠男 

               松本 英雄 

                鈴木 浩之 

 

4. 議事日程 

第1 議事録署名委員の指名 

第2 会議書記の指名 

 

議案第９３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による決定の件 

議案第９４号 農地法第３条の規定による農地所有権移転申請に対する決定の件 

議案第９５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の件 

報告第８６号 農地法第３条の３の規定による権利移転届出書受理の件（報告） 

報告第８７号 ２アール未満の農業用施設設置に係る届出書受理の件（報告） 

報告第８８号 農地法第 18条の規定による合意解約通知書受理の件（報告） 

報告第８９号 農用地利用配分計画の認可の件（報告）  

報告第９０号 道路拡幅事業に伴う令和４年度農地買収の件（報告） 
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５． 農業委員会事務局職員 

   事務局長 三浦 康晴  事務局次長 小林 豊明  主   幹 江田 直也 

  主   事 三浦 涼太  主     事 清水 大輝  主 事 補 森下 由理 

 

６． 会議の概要 

会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

それでは、三芳町農業委員会総会会議規則第６条により、出席委員が過半数に達

しておりますので、ただいまより総会を開催いたします。 

本日の議事における、議事録署名委員の指名については、議事録署名委員に、抜

井俊委員、武田直章委員を選任します。 

本日の議事における、会議書記には農業委員会事務局の清水主事を指名いたし

ます。それでは、本日の提出議案案件について、事務局より概要説明を求めます。 

 

説明いたします。 

議案第９３号、１、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による決定の件、

別紙のとおり 

議案第９４号、１、農地法第３条の規定による農地所有権移転申請に対する審査の

件、別紙のとおり 

議案第９５号、１、相続税の納税猶予に関する適格者証明書の件、別紙のとおり 

報告第８６号、１、農地法第３条の３の規定による権利移転届出書受理の件（報告）、 

別紙のとおり 

報告第８７号、１、２アール未満の農業用施設設置に係る届出書受理の件（報告）、

別紙のとおり 

報告第８８号、１、農地法第１８条の規定による合意解約通知書受理の件（報告）、別

紙のとおり 

報告第８９号、１、農用地利用配分計画の認可の件（報告）、別紙のとおり 

報告第９０号、１、道路拡幅事業に伴う令和４年度農地買収の件（報告）、別紙のと

おり 

 

令和５年４月２５日提出 

三芳町農業委員会 

会長 鈴木 浩 

以上でございます。 

 

議案第９３号番号 1について事務局より説明をお願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

２番委員 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局より説明いたします。 

１ページをご覧ください。 

番号１につきましては、 

所在が○○○○の１筆となります。 

所在につきましては、２ページから３ページの案内図、公図の写しをご覧ください。 

登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振地域となります。 

面積は 1,477㎡であり、権利が賃借権の設定です。 

貸人が○○○○、○○○○ 

借人が○○○○、○○○○ 

権利の始期と終期ですが、 

令和５年５月１日から令和５年１２月３１日までの８ヶ月間となります。 

なお、新規の利用権設定となります。 

次に申請書に基づいて借人についてご説明します。 

機械は、耕耘機５台、軽トラック１台などを所有しており、農業を営む環境にあると

判断します。労働力は申請者含め２名となっています。主たる経営作物は、ジャガ

イモ、ネギ、里芋、トマト、ナス、トウモロコシ、ピーマンとなります。 

農作業従事日数については、申請者は２００日で他に１名が満たしています。 

事務局からは以上です。 

 

地元委員より補足説明をお願いします。 

 

農機具は、テーラーが５台あります。また申請者の母親も一緒に畑を一生懸命に

やられていて、農業の従事日数は３００日と聞いておりますので問題無いと思わ

れます。審議をお願いいたします。 

 

何か意見ございませんか。 

異議なしの声がでましたので、決定とします。 

議案第９４号番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局より説明いたします。 

４ページをご覧ください。 

議案第９４号番号１は、農地法第３条の規定による許可申請の件となります。 

番号１につきましては、権利が所有権の移転となっております。 

所在が○○○○の計 1筆となっております。 

所在につきましては、５ページから６ページの案内図、公図の写しをご覧ください。 

登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、農振農用地となっております。 
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会長 

 

２番委員 

 

 

会長 

 

９番委員 

 

 

事務局 

 

 

９番委員 

 

会長 

 

 

面積は１，１３３㎡となっております。 

譲渡人は、○○○○、○○○○ 

譲受人は、○○○○、○○○○ 

となっております。 

譲渡人の経営面積は１，６４６㎡、 

譲受人の経営面積は２，７４０㎡ 

となります。 

申請事由は有償による所有権移転となっております。 

続いて許可要件について説明いたします。 

まず、農地を全て効率的に利用しなければならない、 

という全部効率利用要件について、○○○○は、トラクター５台などを所有してお

り、農業を営む環境にあると申請書より判断しております。 

労働力は、申請者を含め２名と記載されております。 

主たる経営作物は、ナス、トマト、きゅうり、白菜、大根となっております。 

また、農作業の従事要件、年間１５０日以上の従事要件についてですが、申請書に

よりますと２名満たしております。 

事務局からは以上です。 

 

地元委員より補足説明をお願いします。 

 

譲受人の○○○○については先ほどと同様のため、問題無いと思われます。 

審議をお願いいたします。 

 

何か意見ございませんか。 

 

農機具はトラクターとのことでしたが、テーラーという認識でよろしいでしょうか。 

 

 

小さいトラクターです。申請上トラクターとなっていたため、このような表現をさせ

て頂きました。 

 

わかりました。 

 

他に何か意見ございませんか。 

異議なしの声がでましたので、決定とします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議案第９５号番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局より説明いたします。 

7ページをご覧ください。 

議案第９5号は、相続税の納税猶予に関する適格者証明書の件となります。 

番号１につきましては、 

所在が○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○の３筆となっております。 

所在につきましては、8 ページの案内図、9 ページから１1 ページの公図の写しを

ご覧ください。 

登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、農振農用地となっております。 

面積は上から２，７８０㎡、２，１４５㎡、１，７１２㎡の合計６，６３７㎡となっております。 

被相続人が、○○○○、○○○○ 

相続人が、○○○○、○○○○ 

となっております。 

納税猶予区分は、相続税で、相続開始年月日は令和４年 7月 4日となっておりま

す。 

被相続人は、亡くなる日まで農業を営んでおり、相続人は、引き続き農業経営を行

っていくことを確認しており、申請書や台帳、現地確認の結果、要件を満たしてい

ると考えます。事務局からは以上です。 

 

地元委員より補足説明をお願いします。 

 

 

今回申請のありました農地の持分2分の 1は被相続人○○○○の夫の○○○

○が所有しております。2分の 1を有している○○○○は、高齢にも関わらず精

力的に農業に携わっております。また相続人についても休日等は農業に従事して

いると報告を受けています。よって畑の管理については問題が無いものと考えま

すので、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

何か意見ございませんか。 

異議なしの声がでましたので、適格者とします。 

議案第９５号番号２について事務局より説明をお願いします。 

 

 

事務局より説明いたします。 

１2ページをご覧ください。 

番号２につきましては、 

所在が○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、 
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会長 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○

○○、同じく○○○○、同じく○○○○の 1１筆となっております。 

所在につきましては、１3ページの案内図、１4ページから24ページの公図の写

しをご覧ください。 

登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、農振農用地となっております。 

面積は上から、２，２８６㎡、２，３１７㎡、１，１１６㎡、２，３２８㎡、１，０６８㎡、１，６０６ 

㎡、２，１４０㎡、２，１７３㎡、１，５７３㎡、１，５９３㎡、１，０００㎡の合計１９，２００㎡と

なっております。 

被相続人が、○○○○、○○○○ 

相続人が、○○○○、○○○○ 

納税猶予区分は、相続税で、相続開始年月日は令和４年7月4日となっておりま

す。 

被相続人は、亡くなる日まで農業を営んでおり、相続人は、引き続き農業経営を行

っていくことを確認しており、申請書や台帳、現地確認の結果、要件を満たしてい

ると考えます。事務局からは以上です。 

 

地元委員より補足説明をお願いします。 

 

この件につきましても、今回申請のありました農地の 2分の 1は○○○○が所有

されています。また○○○○につきましては被相続人○○○○の孫に当たる方

で養子縁組を受けていると報告を受けております。よって相続人という立場にな

っております。現地を確認させて頂きましたところ、さつまいもの作付けの準備が

着々と進んでおり、一部においてはマルチングの準備ができておりました。また、

本人も非常に営農意識が高く、引き続き熱心に農業に取り組んでいくものと思わ

れます。ご審議のほどお願い致します。 

 

何か意見ございませんか。 

異議なしの声がでましたので、適格者とします。 

 

これよりは報告案件となるため、事務局より説明をお願いします。 

 

２５ページをご覧ください。 

報告第８６号番号１は、農地法第３条の３の規定による相続等による権利移転届出

書受理の件となっております。 

番号１につきましては、 

所在が○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○の計４筆と

なっております。 

所在につきましては、２６ページから２９ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。 

登記簿地目、現況地目ともに畑となります。 
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面積が上から２，７８０㎡、２，１４５㎡、１，１４０㎡、１，７１２㎡の計７，７７７㎡となって

おります。 

被相続人が、○○○○、○○○○ 

相続人が、○○○○、○○○○ 

権利は所有権の移転で、申請事由は相続となり、 

あっせんの希望はなしで受理済みです。 

 

３０ページをご覧ください。 

番号２につきましては、 

所在が○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○

○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じ

く○○○○、同じく○○○○の計１１筆となっております。 

所在につきましては、３１ページから４２ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。 

登記簿地目、現況地目ともに畑となります。 

面積は上から、２，２８６㎡、２，３１７㎡、１，１１６㎡、２，３２８㎡、１，０６８㎡、１，６０６

㎡、２，１４０㎡、２，１７３㎡、１，５７３㎡、１，５９３㎡、１，０００㎡の合計１９，２００㎡と

なっております。 

被相続人が、○○○○、○○○○ 

相続人が、○○○○、○○○○ 

権利は所有権の移転で、申請事由は相続となり、 

あっせんの希望はなしで受理済みです。 

 

４３ページをご覧ください。 

番号３につきましては、 

所在が○○○○の計１筆となっております。 

所在につきましては、４４ページから４５ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。 

登記簿地目、現況地目ともに畑となります。 

面積は１７３㎡となっております。 

被相続人が、○○○○、○○○○ 

相続人が、○○○○、○○○○ 

権利は所有権の移転で、申請事由は相続となり、 

あっせんの希望はありで受理済みです。 

 

４６ページをご覧ください。 

報告第８７号番号１は、２アール未満の農業用施設設置に係る届出書受理の件とな

っております。 

これは、耕作を行う者が、その事業のため、農機具置場・倉庫などの農業用施設を

設置するにあたり、施設に必要な敷地面積が２アール未満である場合は、届け出

を行うことで設置することができます。 
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また今回の報告案件については、農業委員会にて現地確認をした際に当該農業

用施設があり２a未満の届出提出を指導して提出頂いた次第であります。 

番号１につきましては、 

所在が○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○の計３筆で、面積は上から１，

１３０㎡のうち３９.００㎡、１，１３０㎡のうち８．７５㎡、１，１３０㎡のうち４．２０㎡の計５

１.９５㎡となっております。 

所在等につきましては、４７ページから５１ページまでの案内図、公図の写し、配置

図、立面図・平面図をご覧ください。 

届出人は、○○○○、○○○○ 

申請事由は、農機具駐車場及び農業用小屋として受理済みです。 

番号２につきましては、 

所在が○○○○の計１筆で、面積は３５９㎡のうち１２㎡の計１ 

２㎡となっております。 

所在等につきましては、５２ページから５５ページまでの案内図、公図の写し、配置

図、立面図・平面図をご覧ください。 

届出人は、○○○○、○○○○ 

申請事由は、農業用小屋として受理済みです。 

番号３につきましては、 

所在が○○○○の計１筆で、面積は１，２５１㎡のうち９.２５㎡となっております。 

所在等につきましては、５６ページから５９ページまでの案内図、公図の写し、配置

図、立面図・平面図をご覧ください。 

届出人は、○○○○、○○○○ 

申請事由は、農業用小屋として受理済みです。 

 

続いて報告第88号についてご報告いたします。 

60ページをご覧ください。 

報告第88号は、農地法第１８条の規定による合意解約通知書受理の件です。 

番号１につきましては、 

所在が○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○、同じく○○○○の計4筆と

なっております。 

所在につきましては、61ページの案内図、62ページから64ページの公図の写

しをご覧ください。 

登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、農振農用地となっております。 

面積が上から２，７８０㎡、２，１４５㎡、１，１４０㎡、１，７１２㎡の計７，７７７㎡となって

おります。 

貸人が○○○○、○○○○ 

○○○○、○○○○ 

借人が○○○○、○○○○となっております。 

解約申入日、解約成立日が令和４年７月２０日、 

解約引渡日が令和５年３月２日 

解約通知日が令和５年４月５日 
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となっており、 

解約事由は合意解約で受理済みです。 

 

続いて報告第８９号についてご報告いたします。 

６５ページをご覧ください。 

報告第８９号は、農用地利用配分計画の認可の件となっております。 

この案件は、令和５年１月の総会にて農地中間管理機構を通しての貸し借りを行う

件で審議をいただき、決定をいただきました。その後、農地中間管理機構から借

り受ける方が決定し、県から認可の上、公告がなされたことについて、農業委員会

あてに通知がありましたのでこの場でご報告するものです。 

番号１につきましては、 

権利が使用貸借権の設定となっております。 

所在につきましては、６６ページから７２ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。 

所在が○○○○、同じく○○○○、○○○○、同じく○○○○の計４筆で面積が

上から１,４２９㎡、９７０㎡、２,６６７㎡、２,１６８㎡、の計７,２３４㎡で登記簿地目、現

況地目ともに畑です。 

貸人が、○○○○、○○○○ 

借人が、○○○○、○○○○ 

権利の始期と終期ですが、 

令和５年４月１日から令和１５年３月３１日までの１０年間となります。 

なお、公告日は令和５年３月２９日となっております。 

番号２につきましては、 

権利が賃借権の設定となっております。 

所在につきましては、７３ページ、７４ページの案内図、公図の写しをご覧くださ

い。 

所在が○○○○の１筆で面積が１，１０８㎡で登記簿地目、現況地目ともに畑です。 

貸人が、○○○○、○○○○ 

借人が、○○○○、○○○○ 

権利の始期と終期ですが、 

令和５年４月１日から令和１１年３月３１日までの６年間となります。 

なお、公告日は令和５年３月２９日となっております。 

以上です。 

 

それでは報告第９０号についてご報告いたします。 

７５ページをご覧ください。 

報告第９０号は、道路拡幅事業に伴う令和４年度農地の買収についてです。 

番号１から番号９につきましては、三芳町が買収を行ったものです。 

所在につきましては、案内図と用地実測図を７６ページ～８８ページに添付してお 

りますのでご覧ください。 

番号１につきましては、 

買収地が○○○○、登記簿上の総面積が２，８３３㎡で、そのうち買収面積が１２ 
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２.８８㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

番号２につきましては、 

買収地が○○○○、登記簿上の総面積が２，７６５㎡で、そのうち買収面積が５４.

２㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

番号３につきましては、 

１筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が５，５８１㎡で、そのうち買収面

積が２５４.０４㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

２筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が４，４１２㎡で、そのうち買収面

積が８４.５㎡、○○○○、○○○○より買収しており 

ます。 

番号４につきましては、買収地が○○○○、登記簿上の総面積が５，０８２㎡で、そ

のうち買収面積が８８.２５㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

番号５につきましては、１筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が１，０７９

㎡で、そのうち買収面積が１４５.６㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

２筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が１，４２３㎡で、そのうち買収面

積が５８.８１㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

３筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が１，９５８㎡で、そのうち買収面

積が５２.７６㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

４筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が１，０３１㎡で、そのうち買収面

積が５０.６７㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

５筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が６，２３７㎡で、そのうち買収面

積が１８７.５３㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

番号６につきましては、１筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が４３㎡

で、そのうち買収面積が３２.０４㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

２筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が５７㎡で、そのうち買収面積が

４２.４６㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

番号７につきましては、１筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が１，３７０

㎡で、そのうち買収面積が１２０.４５㎡、○○○○、○○○○より買収しておりま

す。 

２筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が６１㎡で、そ 

のうち買収面積が６２.１７㎡○○○○、○○○○より買収しております。 

番号８につきましては、買収地が○○○○、登記簿上の総面積が５，１２０㎡で、そ

のうち買収面積が１３６.３３㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

番号９につきましては、１筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が３４㎡

で、そのうち買収面積が３４.５８㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

２筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が７６㎡で、そのうち買収面積が

７６.３４㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

３筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が５６㎡で、そのうち買収面積が

５６.８７㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

４筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が２，５９６㎡で、そのうち買収面

積が１０１.５６㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

５筆目の買収地が○○○○、登記簿上の総面積が２，３５１㎡で、そのうち買収面 
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積が１６８.８５㎡、○○○○、○○○○より買収しております。 

事務局からは以上です。 

 

以上で、本日の提出議案はすべて終了しました。 

最後に、事務局に申し伝えます。本日すべての議事が議決となりました。議案の議

決文を作成し、本日の議案書とともに保管してください。 

 

 

上記会議の顛末に相違がないことを証明するため、署名する。 

 

令和 ５ 年 ５ 月 ２５ 日 

 

 

 

         議長      鈴木 浩 

 

        署名委員    抜井 俊 

 

        署名委員     武田 直章 

 


